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(57)【要約】
　陽極に関連して保護材料が採用される電界放出デバイ
スであって、保護材料が、無定形炭素、グラファイト、
ダイアモンド様炭素、フラーレン、カーボンナノチュー
ブ、コポリマーおよび有機被膜化合物からなる群の構成
要素の１つ以上から選択されるデバイスを提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）蛍リン光体材料の層、ならびに（ｂ）蛍リン光体層上に配置された、無定形の炭
素、グラファイト、ダイアモンド様炭素、フラーレン、カーボンナノチューブ、コポリマ
ーおよび有機コーティング化合物からなる保護材料の群の構成要素の１つまたはそれ以上
から調製された層を含む陽極を含む電界放出デバイス。
【請求項２】
　保護材料から形成された層が陽極の表面を形成する、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　カーボンナノチューブを含む陰極を含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項４】
　保護材料が炭素を含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項５】
　保護材料がコポリマーを含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項６】
　請求項１に記載の電界放出デバイスを含むディスプレイデバイス。
【請求項７】
　（ａ）蛍リン光体材料、ならびに（ｂ）無定形の炭素、グラファイト、ダイアモンド様
炭素、フラーレン、カーボンナノチューブ、コポリマーおよび有機コーティング化合物か
らなる保護材料の群の構成要素の１つまたはそれ以上の混合物から調製される層を含む陽
極を含む電界放出デバイス。
【請求項８】
　混合物から形成される層が陽極の表面を形成する、請求項７に記載のデバイス。
【請求項９】
　カーボンナノチューブを含む陰極を含む、請求項７に記載のデバイス。
【請求項１０】
　保護材料が炭素を含む、請求項７に記載のデバイス。
【請求項１１】
　保護材料がコポリマーを含む、請求項７に記載のデバイス。
【請求項１２】
　請求項７に記載の電界放出デバイスを含むディスプレイデバイス。
【請求項１３】
　（ａ）中に陽極として基板を備える工程、ならびに（ｂ）基板上に、（ｉ）蛍リン光体
材料、および（ｉｉ）無定形の炭素、グラファイト、ダイアモンド様炭素、フラーレン、
カーボンナノチューブ、コポリマーおよび有機コーティング化合物からなる保護材料の群
の構成要素の１つまたはそれ以上の混合物から形成される層を被覆する工程を含む電界放
出デバイスを製造する方法。
【請求項１４】
　保護材料が炭素を含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　保護材料がコポリマーを含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　（ａ）中に陽極として基板を備える工程、（ｂ）基板上に蛍リン光体材料から形成され
た層を被覆する工程、ならびに（ｃ）蛍リン光体層上に、無定形の炭素、グラファイト、
ダイアモンド様炭素、フラーレン、カーボンナノチューブ、コポリマーおよび有機コーテ
ィング化合物からなる保護材料の群の構成要素の１つ以上から形成された層を被覆する工
程を含む電界放出デバイスを製造する方法。
【請求項１７】
　保護材料が炭素を含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
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　保護材料がコポリマーを含む、請求項１６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００７年２月２４日出願の米国仮特許出願第６０／９０３，２５９号明細
書の利益を主張し、これは、この参照によりすべての目的についてその全体が本明細書の
一部として援用される。
【０００２】
　本発明は、陽極と関連して用いられるための、保護材料が設けられた電界放出デバイス
に関する。
【背景技術】
【０００３】
　電界放出デバイスは、ディスプレイあるいは照明用途用の可視光、または分析機器用の
Ｘ線を生成し得る。典型的な電界放出デバイスは陽極および陰極を含み、陰極は、典型的
には、大きな電界増強効果を有する材料を含む。この材料は、例えば、陰極に電圧が印加
されたときに必要な電界増強効果を達成するために円錐状または針状であり得る。
【０００４】
　電界放出デバイスの陰極において通例採用される針状の材料は、単層または多層チュー
ブであり得るカーボンナノチューブ（「ＣＮＴ」）である。このＣＮＴは、厚膜ペースト
に組み込まれて、電界放出デバイスを形成する目的のために陰極構造上に堆積され得る。
電界放出デバイスは、典型的には、放出材料により遊離化された電子の陰極から陽極への
移動を可能とする約１×１０－６Ｔｏｒｒの部分真空で動作する。
【０００５】
　この部分真空では、電子放射材料の電界放出を低下させるに十分な酸素または水蒸気が
存在し得る。低下は、所与の電圧でより低い放出電流をもたらすか、または同一の放出電
流を維持するために経時的に印加電圧を増加する必要性が生じ得る。この低下は、陽極面
の表面の電子衝撃により形成されるイオンおよびラジカルの存在、ならびに、他の遊離反
応性ガスの存在からもたらされると考えられる。これらのイオン、ラジカルおよび他の反
応性ガスは、電子放射材料と反応することにより陰極からの電界放出の低下を生じさせる
と見られる。同様の問題が、いわゆる「スピントチップ」などの、陰極において針状の放
出材料として金属が用いられる場合に存在すると考えられている。
【０００６】
　炭素材料およびポリマーが、電界放出デバイスの製造における種々の目的のために過去
に用いられてきた。例えば、特許文献１は、ダイアモンド様被膜における凹凸により電子
放出を補助する、電界放出デバイスの陽極上のダイアモンド様炭素の被膜を記載している
。特許文献２は、電界放出デバイスの陽極上の蛍光体を囲む炭素含有ブラックマトリック
スを記載している。
【０００７】
　電界放出デバイスの陽極の構成に過去にポリマーが用いられている場合、これらは、典
型的には、蛍光体層の厚膜印刷、パターン化陽極用のフォトレジスト、またはアルミニウ
ム薄膜を蛍光体上に積層するためのフォトレジストに用いられてきた。しかしながら、こ
のような場合、通常は、電界放出デバイスのシーリング工程の前に、焼成および清浄化工
程を通して、これらのポリマーのすべての残渣を陽極から除去するよう注意が必要である
。
【０００８】
　従って、電界放出デバイスにおける、陰極の分解を低減する目的で陽極に関して用いら
れ得る保護材料の選択および利用の必要性が未だある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
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【特許文献１】米国特許出願第０６／２８４，５３９号明細書
【特許文献２】米国特許出願第０６／１９７，４２８号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　一実施形態においては、本発明は、無定形炭素、グラファイト、ダイアモンド様炭素、
フラーレン、カーボンナノチューブ、（コ）ポリマーおよび有機被膜化合物からなる保護
材料の群の構成要素の１つ以上を含む陽極を含む電界放出デバイスを提供する。
【００１１】
　他の実施形態において、本発明は、（ａ）蛍光体材料の層、ならびに、（ｂ）蛍光体層
上に配置された、無定形炭素、グラファイト、ダイアモンド様炭素、フラーレン、カーボ
ンナノチューブ、（コ）ポリマーおよび有機被膜化合物からなる保護材料の群の構成要素
の１つ以上から調製される層を含む陽極を含む電界放出デバイスを提供する。
【００１２】
　さらなる実施形態において、本発明は、（ａ）蛍光体材料、ならびに、（ｂ）無定形炭
素、グラファイト、ダイアモンド様炭素、フラーレン、カーボンナノチューブ、（コ）ポ
リマーおよび有機被膜化合物からなる保護材料の群の構成要素の１つ以上の混合物から調
製される層を含む陽極を含む電界放出デバイスを提供する。
【００１３】
　他の実施形態において、本発明は、上述の電界放出デバイスを含むディスプレイデバイ
スを提供する。
【００１４】
　他の実施形態において、本発明は、（ａ）陽極として基板を提供する工程、ならびに、
（ｂ）基板上に、（ｉ）蛍光体材料、および、（ｉｉ）無定形炭素、グラファイト、ダイ
アモンド様炭素、フラーレン、カーボンナノチューブ、（コ）ポリマーおよび有機被膜化
合物からなる保護材料の群の構成要素の１つ以上の混合物から形成される層を被覆する工
程による、電界放出デバイスを形成する方法を提供する。
【００１５】
　他の実施形態において、本発明は、（ａ）陽極として基板を提供する工程、（ｂ）基板
上に、蛍光体材料から形成される層を被覆する工程、ならびに、（ｃ）蛍光体層上に、無
定形炭素、グラファイト、ダイアモンド様炭素、フラーレン、カーボンナノチューブ、（
コ）ポリマーおよび有機被膜化合物からなる保護材料の群の構成要素の１つ以上から形成
される層を被覆する工程による、電界放出デバイスを形成する方法を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】実施例１においてテストしたデバイスについて、一定の放出電流を維持するため
に必要な印加電圧を比較するグラフを示す。
【図２】実施例２においてテストしたデバイスについて、一定の放出電流を維持するため
に必要な印加電圧を比較するグラフを示す。
【図３】実施例２および３においてテストしたデバイスについて、一定の放出電流を維持
するために必要な印加電圧を比較するグラフを示す。
【図４】実施例４においてテストしたデバイスについて、一定の放出電流を維持するため
に必要な印加電圧を比較するグラフを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　電界放出デバイスの陽極は、放出電子を回収し、これらに衝撃される電気導体を含む。
このデバイスがビデオディスプレイである場合、陽極もまた放出電子が衝突した際に発光
する蛍光体材料の層を含む。本発明においては、電界放出デバイスの陽極は、本明細書に
おいて開示される保護材料の１種以上から調製される保護層を陽極の一部として提供する
ことにより、または、これらの保護材料の１種以上を、蛍光体と混合することにより、お
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よび蛍光体層に組み込むことにより向上される。
【００１８】
　本発明は如何なる特定の動作的理論によっても限定されないが、保護材料の存在は、そ
の表面上の分子が電子により衝撃を受けたときに陽極で生成されるフリーラジカルおよび
イオンと反応することにより、電子放射材料、ひいては、最終的には電界放出デバイス自
体の耐用年数を延ばすと考えられている。これらのイオンおよびラジカルの主な供給源と
しては、表面吸収水が挙げられると考えられている。陽極または陽極表面で保護材料と反
応した後、これらのイオンおよびラジカルは、もはや、陰極上の放出材料と反応性ではな
く、これらの電界放出を低下させない。陽極の局所的な加熱は、保護材料と、デバイス中
の水および酸素に由来するイオンおよびラジカルとの反応を促進し得、それ故、電子放射
材料と反応してこれを分解させる可能性があるガスを消費する。１つの好ましい実施形態
は、それ故、保護材料との反応のために容易に利用可能な反応性種を提供することを含み
、この目的は、例えば、陽極の外側層（すなわち、陰極に最も近い）が、電子衝撃点に直
接的に位置されていると共に表面積が最大化されている保護材料の層（「保護層」）であ
る場合に達成され得る。
【００１９】
　本発明の一実施形態において、保護層は、被膜陽極の表面を保護材料で被覆することに
より形成され得る。保護層が形成される保護材料は、無定形炭素、グラファイト、ダイア
モンド様炭素、フラーレン、カーボンナノチューブ、（コ）ポリマーおよび有機被膜化合
物からなる群の構成要素の１種以上を含んで調製され得る。陽極上への保護層の形成は、
多様な被覆技術のいずれによって達成されてもよい。被覆されるべき保護材料は、例えば
、溶剤中に懸濁され、次いで、スパッタコーティング、電子ビームまたは熱蒸発、昇華、
または化学蒸着（ＣＶＤ）などの被覆技術を用いて、スピンキャストされ、噴霧され、印
刷され、電気堆積され、または堆積され得る。被覆された保護層は、その保護機能を提供
するために、必ずしも均質である必要はなく、または、その下位層を必ずしも完全に覆う
必要はない。
【００２０】
　例えば電界放出デバイスがディスプレイであると共に、それ故、陽極が蛍光体層を含む
本発明の他の実施形態において、上述の保護材料は、蛍光体粉末と混合されて、および蛍
光体層の一部として陽極に適用されてもよい。あるいは、蛍光体層は、従来どおり適用さ
れてもよく、保護材料をこの蛍光体層の上に被覆することにより、保護層がこの蛍光体層
の上に配置されてもよい。
【００２１】
　上述のとおり、この保護材料は、無定形炭素、グラファイト、ダイアモンド様炭素、フ
ラーレンまたはカーボンナノチューブなどの炭素または炭素含有材料の種々の形態を含み
得る。無定形炭素は、如何なる結晶性構造も有さず、いくらかの短距離秩序を観察するこ
とが可能であるが、原子位置の長距離パターンは一般にない炭素である。無定形炭素は、
しかしながら、頻繁に、グラファイトまたはダイアモンドの結晶子を、これらを一緒に保
持する様々な量の無定形炭素と共に含有し、技術的に例えば結晶性またはナノ結晶性材料
とする。本明細書において用いられるところ、無定形炭素はまた、すすおよびカーボンブ
ラックも含む。最も一般的な炭素の同素体の１つであるグラファイトは、典型的に、吸着
した空気および水を層間に有する炭素原子の六方晶系の層により特徴付けられる。炭素原
子の平面の上および下のπ結合電子の非局在化により、この構造におけるシート間には緩
い層間結合が存在する。グラファイトにおいては、炭素原子の各々は、平面中にある３つ
の他の炭素原子に対する共有結合におけるその４つの外側エネルギーレベル電子の３つだ
けを用い、炭素原子の各々は、化学結合の一部でもある電子の非局在化系に１つの電子を
寄与する。
【００２２】
　ダイアモンド様炭素（「ＤＬＣ」）は、天然のダイアモンドの固有の特性のいくつかを
示す無定形炭素の形態である。ＤＬＣは、顕著な量のｓｐ３混成炭素原子を含有し、２種
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の結晶性ポリタイプで見られる。通常のものは、その炭素原子は立方格子に配置されてお
り、一方で、きわめて稀なものが（ロンスダレイト）六方格子を有する。これらのポリタ
イプを種々の方法で構造のナノスケールレベルで混合することにより、ＤＬＣ被膜を形成
することが可能であり、これは、同時に、無定形、可撓性でありながらも純粋にｓｐ３結
合された「ダイアモンド」である。ＤＬＣは、典型的には、高エネルギー前駆炭素（例え
ば、プラズマ、スパッタ蒸着およびイオンビーム蒸着において）が、比較的冷たい表面上
で急速に冷却されるか、またはクエンチされるプロセスにより生成される。これらの場合
、立方および六方格子は、原子が材料中の場所で「凍結」する前に結晶性ジオメトリーの
１種が他を犠牲にして成長する時間はないため、原子層ごとに無作為に混合されることが
可能である。ｓｐ３結合は、結晶（すなわち、長距離秩序を有する固形分中）だけではな
く、原子が無作為に配置されている無定形固形分においても生じることが可能である。こ
の場合、多数の原子にわたって延在する長距離秩序ではなく、少ない個別の原子間のみに
結合が存在することとなる。ｓｐ２タイプが優勢である場合には、この被膜はより軟質と
なり、ｓｐ３タイプが優勢である場合には、被膜はより硬質となる。
【００２３】
　フラーレンは、分子が、完全に炭素から構成されると共に、中空球、楕円体またはチュ
ーブの形態をとる炭素の同素体である。フラーレンは、連結された六角環シートから構成
されるグラファイトと構造的に類似しているが、これらは、シートを湾曲させる五角（ま
たは、時々七角）環を含有する。カーボンナノチューブは、グラフェンシートを巻き上げ
ることにより形成される円柱を想起させ得、および典型的には、少なくとも一端がフラー
レンタイプ構造の半球で封止された円柱状の炭素分子である。ナノチューブの直径はおよ
そ数ナノメートルであるが、一方で、これらは長さが数センチメートル以下であることが
可能である。単層ナノチューブ（ＳＷＮＴ）および多層ナノチューブ（ＭＷＮＴ）の主に
２つのタイプのナノチューブがある。カーボンナノチューブはまた、チューブの外側サイ
ドウォールに共有結合したフラーレン様「乳房」を有し得る。フラーレンおよびカーボン
ナノチューブはまた、参照によりすべての目的についてその全体が本明細書の一部として
援用される米国特許出願第１１／２０５，４５２号明細書に記載されている。
【００２４】
　本明細書において保護材料として用いられ得る（コ）ポリマー（すなわちポリマーまた
はコポリマー）としては、例えば、ポリビニルアルコール、エチルセルロース、ポリアク
リロニトリル、ポリ塩化ビニル、ポリビニルピロリドン、ポリプロピレン、ポリエチレン
を含むポリオレフィン、ポリエチレンテレフタレートを含むポリエステル、ポリメチルメ
タクリレートを含むアクリル／アクリレートポリマー、ポリアミド、ポリカーボネート、
ポリスチレン、パリレン、ポリサッカライド１種以上が挙げられ得る。好適な（コ）ポリ
マーとしてはまた、室温で固体であり、主に炭素主鎖を有し、および電界放出デバイスに
おいて見出される、水から生成されたものなどの分解性種類と反応性である他のポリマー
が挙げられる。（コ）ポリマーが陽極に保護材料として適用される場合、これは、スピン
コーティング、スプレーコーティング、種々の印刷技術およびスロットダイコーティング
により適用され得る。種々の（コ）ポリマーは、代替的には、昇華および化学蒸着（ＣＶ
Ｄ）を含む薄膜技術を用いて堆積され得る。
【００２５】
　本明細書において用いられるところ、保護材料としての有機被膜材料としては、例えば
、室温で固体であり、および電界放出デバイス中に存在する真空内で完全に蒸発しないで
あろう十分に低い蒸気圧を有する物質が挙げられ得る。好適な有機被膜材料は、例えば、
２５℃で、約１０－６Ｔｏｒｒ未満の蒸気圧を有し得る。本明細書における保護材料とし
ての使用に好適な有機被膜材料の例としては、多環式芳香族化合物（例えばペリレンまた
はピレン）、多環式芳香族複素環、ポリフィリン、フタロシアニンおよび炭水化物が挙げ
られる。これらなどの材料は、溶剤中に懸濁され、次いで、陽極上にスピンキャストまた
は噴霧され得る。これらの材料のいくつかは、代替的には、昇華および化学蒸着（ＣＶＤ
）を含む薄膜技術を用いて堆積されることが可能である。
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【００２６】
　本発明における使用に好適な保護材料および蛍光体粉末は、当該技術分野において公知
であるプロセスにより形成されてもよく、または、Ａｌｆａ　Ａｅｓａｒ（Ｗａｒｄ　Ｈ
ｉｌｌ，Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ）、Ｃｉｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ（Ｗｅｓｔ　Ｈａ
ｖｅｎ，Ｃｏｎｎｅｃｔｉｃｕｔ）、Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ（Ｆａｉｒｌ
ａｗｎ，Ｎｅｗ　Ｊｅｒｓｅｙ）、Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ（Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，Ｍ
ｉｓｓｏｕｒｉ）またはＳｔａｎｆｏｒｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ（Ａｌｉｓｏ　Ｖｉｅｊ
ｏ，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ）などの供給者から市販されている。
【００２７】
　本発明において、保護材料は、陽極の表面上（陽極に既に適用されたいずれかの他の層
の上を含む）に配置される保護層を形成することにより、または、保護材料を蛍光体粉末
と混合して、陽極の表面上にこのような成分の混合物として適用される被膜配合物を調製
することにより利用され得る。被膜混合物はまた、蛍光体粉末に追加してまたはこれ以外
の、陽極に適用されるべき保護材料および材料から形成され得る。保護材料が蛍光体およ
び／または他の成分との混和物で調製され、混合物が被膜配合物として陽極の表面に適用
される場合、この保護材料は、全混合物の重量に対して、混合物の約５～約５０重量％、
または約１０～約４０重量％、または約１５～約２０重量％を占め得る。
【００２８】
　保護層、または、保護材料が成分として混合される層は、好ましくは、陽極の表面およ
び陰極から放出される電子の経路に直接的に位置されることとなり、このような層の表面
は、平滑であり、粗度または凹凸がないことが好ましい。保護材料は、分解性の種と優先
的に反応し、それ故、電子放射材料の分解を阻害することにより、陰極、ひいては、デバ
イスの耐用年数を延ばすと考えられている。
【００２９】
　普通、電界放出デバイスにおけるエミッタの分解速度を低減させる保護材料の効果は、
例えば、より多量の保護材料を、混合蛍光体層を形成するための蛍光体粉末との混和物中
に提供すること、デバイスをより低レベルの真空で作動させること、デバイスをより低レ
ベルで放出するよう作動させること、およびデバイスの真空チャンバの構成において陰極
と陽極との間により大きな間隙を用いることにより、増強されることとなる。
【００３０】
　電界放出デバイスにおいて、電子放射材料は陰極上に配置されて、励起されると、陽極
に電子衝撃させる。電子放射材料は、炭素、半導体、金属またはこれらの混合物などの針
状の物質であり得る。本明細書において用いられるところ、「針状の」は、１０以上のア
スペクト比を有する粒子を意味する。典型的には、ガラスフリット、金属粉末あるいは金
属塗料またはこれらの混合物が、電子放射材料を陰極アセンブリにおける基板に取り付け
るために用いられる。
【００３１】
　電子放射材料として用いられる針状の炭素は種々のタイプであり得るが、カーボンナノ
チューブが好ましい針状の炭素であると共に、単層カーボンナノチューブが特に好ましい
。微小な金属粒子上での炭素含有ガスの触媒分解から成長する炭素繊維がまた針状の炭素
として有用であり、針状の炭素の他の例は、ポリアクリロニトリル－ベース（ＰＡＮ－ベ
ース）炭素繊維およびピッチ－ベース炭素繊維である。
【００３２】
　種々のプロセスを、電子放射材料を基板に結合させるために用いることが可能である。
この結合させる手段は、電界放出陰極が配置される装置の製造条件、ならびに、例えば、
典型的には真空条件および約４５０℃以下の温度といったその使用時の周囲条件に耐える
と共に、これらの条件下でその一体性を維持しなければならない。電子放射材料およびガ
ラスフリット、金属粉末または金属塗料またはこれらの混合物から構成されるペーストを
、基板上に所望のパターンでスクリーン印刷し、次いで、乾燥させ、パターン化したペー
ストを焼結させる方法が好ましい。例えばより高い解像度が要求されるものといったより



(8) JP 2010-519703 A 2010.6.3

10

20

30

40

50

幅広い多様な用途のために、好ましいプロセスは、光開始剤および光硬化性モノマーをさ
らに含むペーストをスクリーン印刷する工程、乾燥させたペーストをフォトパターニング
する工程およびパターン化したペーストを焼成する工程を含む。
【００３３】
　基板は、ペースト組成物が接着するであろう材料のいずれかであることが可能である。
ペーストが非導電性であると共に非導電性基板が用いられる場合、陰極として機能すると
共に、電圧を電子放射材料に印加する手段を提供する電気導体の膜が必要とされることと
なる。ケイ素、ガラス、金属、または、アルミナなどの耐火性材料をこの基板とすること
が可能である。ディスプレイ用途については、好ましい基板はガラスであり、ソーダ石灰
ガラスが特に好ましい。ガラス上での最適な導電率のために、５００～５５０℃で、空気
または窒素であって、好ましくは空気中に、銀ペーストをガラス上に予め焼成することが
可能である。次いで、このようにして形成された電導層に、放出ペーストを重ね印刷する
ことが可能である。
【００３４】
　スクリーン印刷に用いられるペーストは、典型的には、電子放射材料、有機媒体、溶剤
、界面活性剤、ならびに、低融点ガラスフリット、金属粉末あるいは金属塗料のいずれか
またはこれらの混合物を含有する。媒体および溶剤の役割は、スクリーン印刷などの典型
的なパターン化プロセスのために適切なレオロジーを有するペースト中に、粒状の構成成
分、すなわち固形分を懸濁させると共に分散させることである。このような目的のための
使用については多くの有機媒体が知られており、エチルセルロースなどのセルロース系樹
脂および種々の分子量のアルキド樹脂が挙げられる。ブチルカルビトール、ブチルカルビ
トールアセテート、ジブチルカルビトール、ジブチルフタレートおよびテルピネオールが
有用な溶剤の例である。これらのおよび他の溶剤は、所望の粘度および揮発度要件を得る
ために配合される。
【００３５】
　焼成温度で十分に軟化して基板および電子放射材料に粘着するガラスフリットもまた用
いられる。鉛またはビスマスガラスフリットを、ホウケイ酸カルシウムまたはホウケイ酸
亜鉛などの低溶融点を有する他のガラスと同様に用いることが可能である。高い導電性を
有するスクリーン印刷可能な組成物が所望される場合、このペーストはまた、例えば、銀
または金色といった金属を含有し得る。このペーストは、典型的には、ペーストの総重量
を基準にして約４０重量％～約８０重量％の固形分を含有する。これらの固形分は、電子
放射材料、ならびに、ガラスフリットおよび／または金属成分を含む。組成における変動
を用いて、粘度および印刷される材料の最終的な厚さを調節することが可能である。
【００３６】
　この放出ペーストは、典型的には、電子放射材料、有機媒体、界面活性剤、溶剤、なら
びに、低融点ガラスフリット、金属粉末あるいは金属塗料のいずれかまたはこれらの混合
物の混合物を３本ロールミルにかけることにより調製される。このペースト混合物は、例
えば、１６５～４００－メッシュステンレス鋼スクリーンを用いてスクリーン印刷するこ
とが可能である。ペーストは、連続的な膜または所望のパターンの形態で堆積されること
が可能である。基板がガラスである場合、ペーストは、約３５０℃～約５５０℃、好まし
くは約４５０℃～約５２５℃の温度で、約１０分間、窒素中に焼成される。より高い焼成
温度を、これに耐えることが可能である基板と共に用いることが可能であるが、ただし、
雰囲気が酸素を含んでいないことを条件とする。しかしながら、ペースト中の有機構成成
分は、実際には３５０～４５０℃で揮発して、電子放射材料およびガラスおよび／または
金属導体の複合体の層から離れる。電子放射材料は、窒素中での焼成の最中には、酸化、
または、他の化学的あるいは物理的変化を大きく受けないと見られる。
【００３７】
　スクリーン印刷したペーストがフォトパターニングされる場合、このペーストはまた、
光開始剤、現像可能なバインダ、ならびに、例えば、少なくとも１個の重合性エチレン基
を有する少なくとも１種の付加重合性エチレン性不飽和化合物から構成される光硬化性モ
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ノマーをも含有し得る。典型的には、カーボンナノチューブなどの電子放射材料、銀およ
びガラスフリットから調製されたペーストは、ペーストの総重量を基準にして、約０．０
１～６．０重量％ナノチューブ、微細な銀粒子の形態での約４０～７５重量％銀および約
３～１５重量％ガラスフリットを含有することとなる。
【００３８】
　このデバイスの陽極は、導電性層でコートされた電極である。陰極が上述の厚膜ペース
ト堆積物の画素のアレイを含有している、ディスプレイデバイスに電界放出デバイスが用
いられている場合、ディスプレイデバイス中の陽極は、入射する電子を光に変換する蛍光
体を含み得る。陽極の基板はまた、もたらされる光線が透過可能であるよう、透明である
よう選択されることとなる。陰極アセンブリおよび陽極がスペーサにより分離されて、真
空の空隙が陽極と陰極との間に存在する、シールされたユニットが陰極アセンブリおよび
陽極から構成される。この真空の間隙は、陰極から放出される電子がガス分子とほとんど
衝突せずに陽極に移動し得るよう、部分真空下にある必要がある。多くの場合、この真空
の間隙は、１０－５Ｔｏｒｒ未満の圧力に真空引きされる。
【００３９】
　このような電界放出デバイスは、例えば真空電子素子、フラットパネルコンピュータお
よびテレビディスプレイ、ＬＣＤディスプレイ用バックライト、エミッションゲート増幅
器およびクライストロンといった多様な電子的用途、ならびに、照明デバイスにおいて有
用である。例えば、電界放出電子源、すなわち、電界放出材料またはフィールドエミッタ
を用いる陰極、およびフィールドエミッタにより放出された電子の照射で発光することが
できる蛍光体を有するフラットパネルディスプレイが提案されている。このようなディス
プレイは、従来の陰極線管の利点、ならびに、他のフラットパネルディスプレイの深度、
重量および電力消費利点を視覚的ディスプレイにもたらす可能性を有している。フラット
パネルディスプレイは平面であることも曲面であることも可能である。米国特許第４，８
５７，７９９号明細書および米国特許第５，０１５，９１２号明細書は、タングステン、
モリブデンまたはケイ素から構成されるマイクロチップ陰極を用いるマトリックスアドレ
ス指定フラットパネルディスプレイを開示する。国際公開第９４－１５３５２号パンフレ
ット、国際公開第９４－１５３５０号パンフレットおよび国際公開第９４－２８５７１号
パンフレットは、陰極が比較的平坦な放出面を有するフラットパネルディスプレイを開示
する。これらのデバイスは、米国特許出願公開第２００２／００７４９３２号明細書にも
記載されており、これは、この参照によりすべての目的についてその全体が本明細書の一
部として援用される。
【００４０】
　本発明の有利な特性および効果が、以下に記載のとおり、一連の実施例において見られ
得る（実施例１～４）。これらの実施例が基づく実施形態は単に代表的であり、本発明を
例示するためのこれらの実施形態の選択は、これらの実施例において記載されていない材
料、配置、成分、処方成分または構成が本発明の実施に好適ではないことを示すものでは
なく、またはこれらの実施例において説明されていない主題が、添付の特許請求の範囲お
よびその均等物の範囲から除外されていることを示すものではない。
【実施例】
【００４１】
　フィールドエミッタのサンプルを、圧力が約１×１０－６～約１×１０－８Ｔｏｒｒの
範囲である真空チャンバ中でテストした。このなかの陰極は、カーボンナノチューブを含
有する厚膜ペーストを用いて形成した。この厚膜ペーストは、対象とする典型的なパター
ンで陰極上でパターン化した。このパターン化した陰極を、次いで、約４２０℃で、約３
０分間、窒素雰囲気中に焼成した。一旦焼成したら、パネルに接着テープを重ね貼りし、
このテープを剥離することによりパターン化した電子放出膜を破損させて、電子放射材料
を露出させた。次いで、厚さｄ＝６４０μｍのスペーサを陰極表面上に置き、および対象
の陽極をスペーサ上においてダイオード電界放出デバイスを形成した。
【００４２】
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　次いで、各サンプル電界放出デバイスを真空系に置き、ここで、各デバイスの陽極およ
び陰極に対する電気的接触を形成した。高電圧パルス矩形波（ＶＣ）をサンプルの陰極に
印加して放出電流を確立させた。固定電流を維持するために、ＤＣバイアスが陽極（ＶＡ

）にかけられる。放出電流の低下は、合計印加電界［（ＶＡ～ＶＣ）／ｄ］が増加する速
度に直接的に対応する。エミッタが分解されるに伴って、この分解を相殺するためにより
大きな電界が必要とされ、それ故、合計印加電界の増加速度は、分解速度に直接的に対応
する。印加される電界における低い速度の増加は、より遅い分解速度を示し、それ故、電
界放出デバイスの寿命または耐用年数に利点をもたらす。
【００４３】
実施例１
　図１は、同一の真空チャンバにおける、電界放出デバイスの２つの異なるサンプルの同
時の試験からの、一定の放出電流を維持するために必要とされた印加された電界を示す。
黒四角の曲線は未焼成の蛍光体層を有するサンプルに対応し、一方で、白丸の曲線は焼成
された蛍光体層を有するサンプルに対応する。焼成蛍光体層と未焼成蛍光体層との主な差
は、デバイスが、バインダが揮発する典型的な焼成工程に供されていないために、未焼成
蛍光体層が、バインダ材料（典型的には、ポリマー、この場合エチルセルロース）と混合
されたままの蛍光体粉末を含有することである。焼成蛍光体層を有するサンプルにおいて
は、蛍光体層は、上述の揮発効果のために残存バインダを含有しない。
【００４４】
　初期において、未焼成蛍光体層を有するサンプルの分解速度（すなわち、現在の放出電
流を維持するために必要な印加電圧の増加速度）は、焼成蛍光体層を有するサンプルのも
のより低い。この分解速度の差は、未焼成蛍光体層に含有される残存バインダの存在によ
るものである。しかしながら、使用の最中には、バインダが揮発し、分解速度は増加し始
めて、焼成蛍光体層が実施の最初からバインダを含んでいなかったデバイスの速度に一致
する。この実施例においては、蛍光体層を焼成する工程を省略することにより残存バイン
ダ材料を蛍光体層中に残す技術によって、蛍光体層中の蛍光体粉末との混和物に対する保
護材料の追加が提供されている。
【００４５】
実施例２
　保護材料としての炭素を、ＩＴＯ（インジウム錫酸化物、透明導電性材料）から構成し
た陽極上にスパッタ堆積した。炭素被膜は２２ｎｍ厚でありおよび無定形特性であった。
この炭素被覆陽極を電界放出デバイスに設置し、このデバイスにおけるエミッタの分解速
度を、陽極を如何なる被膜も有さないＩＴＯから構成したデバイスと比較した。図２に示
されるとおり、被覆陽極を有するデバイスにおいて、分解速度は未被覆陽極を有するデバ
イスに対するものよりもかなり低かった。しかしながら、約７５時間後、分解速度は増加
し始めたが、この増加は炭素層の消費によるものであり、これは、陽極を光学顕微鏡で検
鏡した場合に物理的に観察可能であった。ＩＴＯのみの陽極の、５０～７０時間での下方
の曲線におけるわずかな低下は、陽極へのＤＣバイアスの電圧制限によるものであった。
【００４６】
実施例３
　陽極上の保護炭素は、無定形である必要も、またはスパッタ堆積される必要もない。こ
の実施例においては、グラファイトおよび無定形炭素のイソプロピルアルコール中の混合
物を含有する、市販されているグラファイト塗料（Ｎｅｏｌｕｂｅ　Ｎｏ．２、Ｈｕｒｏ
ｎ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　Ｉｎｃ．（Ｐｏｒｔ　Ｈｕｒｏｎ，ＭＩ　４８０６１））を
用いてスピンコーティングによりＩＴＯ陽極を被覆した。図３は電界放出デバイスにおけ
るエミッタ分解速度を示しここで、この設置した陽極は、実施例２における炭素被覆陽極
を有するデバイスに対するものと類似したものであった。同時に試験した未被覆ＩＴＯ陽
極を有するデバイスは、実施例２における未被覆陽極を有するデバイスの性能に匹敵する
かなり高い分解速度を示した。
【００４７】
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実施例４
　電界放出ディスプレイデバイスにおいて、陽極は、度々、蛍光体で、次いでアルミニウ
ム層で被覆されたＩＴＯガラス基板である。アルミニウム層は、陽極の前面から投じられ
る光量を最大化させると共に、陽極の導電性を高めるよう作用する。この構造を有する従
来のデバイスは最低の分解速度のいくつかを示すことが見出された。
【００４８】
　図４は同時に試験した２つのデバイスのサンプルに対する結果を示し、黒四角での曲線
は、蛍光体で被覆し、次いで焼成し、および１００ｎｍのアルミニウムを電子ビーム堆積
で堆積したＩＴＯ陽極を有するサンプルに対応する。白丸での曲線により表されるデバイ
スにおける陽極は、１００ｎｍの炭素の層をアルミニウム層の上にスパッタコートしたこ
と以外は同等であった。この最終炭素層は、炭素被覆陽極を有するデバイスにおけるエミ
ッタの分解速度を劇的に低減することが見られ得る。炭素被覆陽極を有さないデバイスは
電圧制限に達するまで急速に低下した一方、炭素被覆陽極を有するデバイスはより低い速
度で低下した。
【００４９】
　本発明の一定の方法の特徴が、種々のこのような特徴を一緒に組み合わせる１つ以上の
特定の実施形態の文脈に、本明細書において記載されている。しかしながら、本発明の範
囲は、いずれかの特定の実施形態中の一定の特徴のみの記載によっては限定されず、本発
明はまた、（１）記載の実施形態のいずれかの特徴のすべてより小数のサブコンビネーシ
ョンであって、サブコンビネーションの形成のために省略された特徴の欠如を特徴とし得
るサブコンビネーション；（２）いずれかの記載の実施形態の組み合わせ中に個別に包含
される特徴の各々；ならびに（３）２つ以上の記載の実施形態の選択された特徴のみをグ
ループ化することにより形成される特徴と、任意により、本明細書において他の箇所に開
示されている他の特徴との他の組み合わせを含む。
【００５０】
　本明細書においては、本明細書の主題の実施形態が、一定の特徴または要素を包含し、
含有し、有し、これらを含んでなり、またはこれらから構成されるとして記述または説明
されている用法の文脈によって、明確にそうでないと記載されていない、または反対に示
されていない限りにおいて、明らかに記述または説明されているものに追加する特徴また
は要素の１つ以上が実施形態において存在していてもよい。本明細書の主題の代替的実施
形態は、しかしながら、基本的に、一定の特徴または要素から構成されるとして記述また
は説明され得、この実施形態においては、作動の原理、または実施形態の特色的な特徴を
実質的に変更するであろう特徴または要素はそこには存在しない。本明細書の主題のさら
なる代替的実施形態は、一定の特徴または要素から構成されるとして記述または説明され
得、この実施形態またはそのわずかな変形においては、特定的に記述または説明された特
徴または要素のみが存在する。
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